
平成31年4月１日から令和元年9月30日までの随意契約
【学校教育部】

担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

学務給食課

八尾市立各小・中学校
の児童・生徒及び教職
員等の結核検診業務
委託契約

平成31年4月1日
（一財）大阪府結
核予防会

大阪市中央区道修町4-
6-5

単価契約
(年間見込額）

3,426,124

　本業務は結核の早期発見と感染予防を目的に、検診対象児
童生徒及び教職員にスクリーニングから精密検査、経過観察
まで一貫して実施しており、結果報告への迅速な対応と、学校
検診の実績と信頼性を有する業者が府下で他に無いため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
脊柱側わん症検査業
務委託契約

令和元年7月17日 （医）厚生会
大阪府貝塚市麻生中
907-1

単価契約
(年間見込額）

4,972,682

実施可能な機関が府下では他に存在しないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
学校園プール水質検
査業務委託契約

令和元年5月22日
㈱関西環境セン
ター

大阪府堺市中区小阪
204-7

単価契約
(年間見込額）

574,884

　本業務の円滑な遂行には専門知識が必要であり、市立学校
園においてる類似する検査業務の実績を有する事業者におい
て役務提供を図ることが効果的・効率的であるため。（地方自
治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
小荷物専用昇降機保
守点検業務委託

平成31年4月1日
クマリフト㈱
大阪営業所

大阪市西区京町堀1-12-
20

3,019,488
当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと保守が
できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
小荷物専用昇降機保
守点検業務委託

平成31年4月1日
三精テクノロジー
ズ㈱

大阪市淀川区宮原4-3-
29

742,944
当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと保守が
できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
小荷物専用昇降機保
守点検業務委託

平成31年4月1日
三洋輸送機工業
㈱

尼崎市南清水39-8 1,114,416
当該装置は同社が製作した装置であり、同社でないと保守が
できないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

平成31年度（令和元年度）　随意契約の公表（学校教育部）
※契約内容の詳細につきましては、各担当課にお問い合わせ下さい。　
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

学務給食課
学校給食用米飯包装
業務委託

平成31年4月1日 関西食品工業㈱ 八尾市栄町2-2-21
単価契約

（年間見込額）
1,315,904

大阪府学校給食会から同社が米飯の製造・搬入を委託されて
おり、同社でないと包装業務ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
八尾市中学校給食支
援システム運用委託業
務

平成31年4月1日
ビジネスラリアー
ト㈱

京都市下京区中堂寺南
町134

3,270,000
当該システムは同社が構築したものであり、同社でないと保守
ができないため。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

学務給食課
曙川小学校給食室給
水給湯配管改修

令和元年7月16日 松村設備工業㈱ 八尾市高安町北1-113 1,706,400
埋設管の破断及び給水にサビが見られ、緊急に修繕を行う必
要があったため。(地方自治法施行例第167条の2第1項第5号
該当)

学務給食課
曙川東小学校給食棟
厨房塗床全面補修

令和元年7月16日 正木建設㈱ 八尾市木の本2-11-1 1,344,600
調理室の床が剥離し段差が生じて、調理作業に支障をきた
し、緊急に修繕を行う必要があったため。(地方自治法施行例
第167条の2第1項第5号該当)

学務給食課
西山本小学校給食室
給湯器取替修繕

令和元年7月24日 エッカ商事㈱ 八尾市南木の本4-94 840,240
2台の給湯器のうち1台が故障し、もう1台に過大な負担がかか
り危険で、緊急に修繕を行う必要があったため。(地方自治法
施行例第167条の2第1項第5号該当)

学務給食課
久宝寺小学校食器食
缶洗浄機修繕

令和元年7月24日 三和厨房㈱ 八尾市中田4-153 648,000
頻繁に故障が発生し、修理に時間を要すので、長期休業前に
緊急に契約する必要があったため。(地方自治法施行例第167
条の2第1項第5号該当)
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

学務給食課
北山本小学校給食室
給湯器修繕

令和元年7月25日 ㈱フレックス 八尾市山本町1-12-1 998,892

食器食缶洗浄機の交換の際、現状の給湯設備では能力不足
であることが判明し、緊急に給湯設備の能力を向上する必要
があったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

学務給食課
竹渕小学校調理棟給
水管修繕

令和元年8月6日 森本工業㈱ 八尾市植松町7-1-20 1,134,000
給水管の経年劣化で水にサビが混じり、給食への混入のおそ
れがあり、緊急に修繕を行う必要があったため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当）

指導課
八尾市立小学校通学
路安全誘導業務委託

平成31年4月1日
公益社団法人八
尾市シルバー人
材センター

八尾市宮町1丁目10番32
号

単価契約
（年間見込額）

718,200

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシル
バー人材センターから業務の提供を受ける契約であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第3号該当）

指導課
八尾市中学校体育大
会事業委託

平成31年4月26日
八尾市中学校体
育連盟

八尾市緑ヶ丘1丁目17番
地

670,000

八尾市立全中学校及び義務教育学校（後期課程）に対する中
学校体育大会事業の委託をするものであり、他の相手方では
その目的が達せられないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

指導課
八尾市小・中学校生活
指導研究事業委託

平成31年4月26日
八尾市小・中学
校生活指導研究
協議会

八尾市恩智北町3丁目13
番地

500,000

八尾市立全小・中学校及び義務教育学校に対する生徒指導
研究事業を委託するものであり、他の相手方ではその目的が
達せられないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

指導課
八尾市立中学校進路
指導特別対策事業委
託

平成31年4月26日
八尾市立中学校
進路指導特別対
策委員会

八尾市山本町南8丁目18
番1号

550,000

八尾市立全中学校及び義務教育学校（後期課程）に対する進
路指導特別対策事業を委託するものであり、他の相手方では
その目的が達せられないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

指導課 八尾市研究拠点校学
習支援業務委託契約

令和元年7月16日
株式会社トライグ
ループ

大阪市中央区南本町3丁
目6番14号

3,880,150
専門的な指導力やノウハウが必要なことから、プロポーザル
方式による事業者選定が適当であると判断したため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

指導課 元号変更対応業務（学
齢簿）委託

平成31年4月1日
富士通株式会社
関西支社

大阪市中央区城見2丁目
2番6号

544,320

既存システムの変更業務であり、当該システムの運用支援・
保守管理を行っている相手方以外では目的の達成が困難で
あるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

教育
センター

教育センターし尿浄化
槽維持管理業務委託

平成31年4月1日 ㈱八尾市清協
八尾市福万寺町
7-56-1

971,634
本市教育施設の浄化槽設備を熟知しており、緊急時において
も迅速な対応が可能の為（地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号に該当）

教育
センター

学校の授業・行事にお
ける手話通訳、要約筆
記の業務委託

平成31年4月1日
NPO法人
自立生活
センターやお

八尾市東本町3-3-10-
101

単価契約
(年間見込額）

750,000

各校の授業方法等や対象児童生徒のことを熟知しており、円
滑な教育活動支援が可能な為（地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第３号に該当）

教育
センター

八尾市教育情報ネット
ワーク機器（ADサーバ
等一式）保守業務

平成31年4月1日
扶桑電通株式会
社　関西支店

大阪市中央区備後町２丁
目６番８号（サンライズビ
ル）

1,847,114
八尾市地域イントラネット保守業者の為（地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当）

教育
センター

八尾市地域イントラ（教
育分）保守業務

平成31年4月1日
扶桑電通株式会
社　関西支店

大阪市中央区備後町２丁
目６番８号（サンライズビ
ル）

6,147,600
八尾市地域イントラネット保守業者の為（地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当）
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担当課 契約名称 契約締結日
契約の相手方の

名称
契約の相手方の住所 契約金額（円） 随意契約によることとした理由

教育
センター

平成31年度TOOLi-S
使用契約

平成31年4月1日
株式会社日立ソ
リューションズ・ク
リエイト

大阪市北区堂島浜一丁
目２番１号

1,224,720
八尾市立小中学校の図書館システム「りいぶる」の運用支援
業務業者の為（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に該当）

教育
センター

校務支援システムサー
バ保守業務

平成31年4月1日
シャープマーケ
ティングジャパン
株式会社

大阪市平野区加美南三丁
目8番25号

610,980
校務支援システム導入業者の為（地方自治法施行令第167条
の２第１項第２号に該当）

教育
センター

校務支援システム新元
号対応業務

令和元年5月7日
シャープマーケ
ティングジャパン
株式会社

大阪市平野区加美南三丁
目8番25号

648,000
校務支援システムサーバ保守業者の為（地方自治法施行令
第167条の２第１項第２号に該当）

教育
センター

学校図書館システム用
端末更新業務

令和元年7月10日
株式会社日立ソ
リューションズ・ク
リエイト

大阪市北区堂島浜一丁
目２番１号

1,178,280
八尾市立小中学校の図書館システム「りいぶる」の運用支援
業務業者の為（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に該当）

教育
センター

校務支援システム通知
票カスタマイズ業務

令和元年8月20日
シャープマーケ
ティングジャパン
株式会社

大阪市平野区加美南三丁
目8番25号

583,200
校務支援システムサーバ保守業者の為（地方自治法施行令
第167条の２第１項第２号に該当）
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